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平
泉
の
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尊
寺
に
、
中
尊
寺
落
慶
供
養
願
文
と
い
い
伝
え
ら
れ
て
い
る

文
書
が
二
通
現
存
し
て
お
り
、
い
ず
れ
も
国
の
重
要
文
化
財
に
指
定
さ
れ
て
い

る
（
大
正
四
年
三
月
二
十
六
日
）
。
そ
の
と
き
の
名
称
は

。

。

。

。

。

。

。

。

。

「
底
本
墨
書
中
尊
寺
建
立
供
養
願
文
、
北
畠
顕
家
筆
、
一
巻

附
、
間
膜
文
嘉
暦
四
年
八
月
廿
五
日
、
藤
原
輔
方
ノ
奥
書
ア
リ
、
一
巻
」
ノ
し

な
っ
て
い
る
（
圏
点
板
橋
）
。

こ
れ
よ
り
さ
き
、
宝
永
三
年
（
一
七
〇
六
）
に
仙
台
伊
達
藩
で
中
尊
寺
所
蔵

古
文
書
を
調
査
し
、
整
理
標
記
し
た
際
に
も
二
通
の
う
ち
の
一
本
に

。

。

。

。

。

。

。

「
天
治
三
年
（
一
一
二
六
）
三
月
廿
四
日
中
尊
寺
供
養
願
文
、
冷
泉
中
納
言
朝

隆
卿
筆
壱
巻
（
以
下
細
字
二
行
）
前
少
納
言
輔
方
卿
端
書
奥
書
有
」

註
1

と
し
て
あ
る
O
（
圏
点
板
橋
）

二
通
は
周
知
の
ご
と
く
、
筆
者
年
代
順
に
い
え
ば
「
嘉
暦
四
年
（
一
三
二
九
）

八
月
廿
五
日
」
と
い
う
「
前
少
納
言
輔
方
」
の
奥
書
の
あ
る
も
の
。
も
う
一
つ

ほ
、
そ
れ
か
ら
数
年
あ
と
に
な
る
北
畠
瞭
家
が
「
正
文
に
擬
し
、
た
ち
ま
ち
疎

註
2

竜
を
染
め
る
の
み
」
と
奥
書
し
て
あ
る
も
の
。
こ
の
二
通
で
あ
る
。

こ
れ
か
ら
筆
を
す
す
め
る
に
あ
た
っ
て
、
二
通
を
一
括
し
て
意
味
す
る
場
合

に
は
「
願
文
」
と
略
称
し
、
必
要
に
お
年
じ
て
は
前
者
を
「
輔
方
願
文
」
、
後

者
を
「
顕
家
願
文
」
と
よ
ぶ
こ
と
に
す
る
。

註
2

と
こ
ろ
で
、
願
文
二
通
に
は
文
字
の
う
え
で
多
少
の
出
入
は
あ
る
が
、
趣
意

に
は
全
く
差
異
は
な
い
。

二
通
は
と
も
に
天
治
三
年
三
月
二
十
四
日
、
初
代
清
衡
に
よ
っ
て
挙
行
さ
れ

た
中
尊
寺
落
慶
当
時
の
様
子
を
伝
え
る
供
養
願
文
だ
と
み
な
さ
れ
て
き
て
い
た

の
で
あ
る
。
た
と
え
ば
辻
善
之
助
.
石
田
茂
作
両
先
生
も
。
辻
先
生
は
輔
方
願

文
を
「
輔
方
模
写
」
、
顕
家
願
文
は
「
原
本
は
無
く
な
っ
て
居
り
ま
す
が
、
夫
を

彰
写
し
た
も
の
が
残
っ
て
居
た
の
で
、
夫
か
ら
又
顧
家
卿
が
写
さ
れ
た
」
も
の
。

註
4

二
通
と
も
写
し
で
あ
っ
て
原
本
は
な
く
な
っ
た
と
し
て
い
る
。
石
田
先
生
も
ほ

ぼ
同
一
見
解
で
あ
る
が
や
や
詳
し
く
「
原
本
夙
に
失
せ
て
、
今
は
模
本
を
留
む
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板
 
 
光
作
と
推
定
す
る
の
に
有
力
で
あ
ろ
う
」
と
の
べ
て
、
従
来
か
ら
の
説
を
補
強
 
 

さ
れ
て
お
る
。
 
 

㈲
 
基
衡
、
久
寿
三
年
成
立
説
 
 

藤
島
亥
治
郎
先
生
を
会
長
と
す
る
平
泉
遺
跡
調
査
会
は
昭
和
三
十
四
年
虔
以
 
 

来
十
年
間
に
わ
た
っ
て
中
尊
寺
の
遺
跡
発
掘
を
実
施
し
て
き
た
。
そ
の
初
年
度
 
 

以
来
、
発
掘
に
参
加
し
て
い
る
立
教
大
学
の
中
川
成
夫
教
授
は
発
掘
の
成
果
と
 
 

中
尊
寺
関
係
文
献
と
を
比
較
考
察
し
て
新
し
い
見
解
を
提
起
さ
れ
た
最
初
の
方
 
 

註
7
・
8
．
，
 
 
 
で
あ
る
。
こ
れ
ら
の
諸
論
考
の
う
ち
隙
文
に
つ
い
て
の
べ
て
お
ら
れ
る
要
旨
は
 
 

次
の
ご
と
く
で
あ
る
。
 
 

「
落
慶
供
養
陳
文
と
称
せ
ら
れ
る
文
書
に
対
し
、
私
は
中
尊
寺
の
名
は
み
え
 
 

る
の
み
。
現
存
の
模
本
に
二
種
あ
り
。
・
こ
‥
：
輔
万
苦
写
の
一
巻
は
…
…
正
本
を
 
 

以
て
書
写
さ
れ
て
い
る
。
顕
家
筆
の
隙
文
ほ
当
然
藤
原
輔
万
筆
の
願
文
写
本
に
 
 

註
5
 
 

よ
っ
て
筆
書
さ
れ
た
事
に
な
る
」
と
の
べ
て
お
ら
れ
る
。
 
 

二
、
供
養
願
文
に
関
す
る
諸
説
 
 

鋸
 
従
来
の
所
説
 
 
 

前
述
し
た
辻
・
石
田
両
先
生
の
見
解
の
ご
と
く
、
現
存
二
通
の
麻
文
は
写
し
 
 

で
あ
っ
て
原
本
（
正
本
）
は
す
で
に
な
く
な
っ
た
が
、
天
治
三
年
に
初
代
清
衡
が
 
 

中
尊
寺
落
慶
に
際
し
供
養
し
た
願
文
だ
と
さ
れ
て
き
た
。
現
在
で
も
東
北
大
学
 
 

の
亀
田
致
教
授
は
こ
の
よ
う
な
見
解
で
あ
る
。
さ
ら
に
同
教
授
は
、
麒
文
を
起
 
 

草
し
た
敦
光
（
顕
家
隣
文
の
奥
書
に
「
件
願
文
者
、
右
京
大
夫
敦
米
朝
臣
草
之
」
 
 

と
あ
る
）
に
着
目
し
、
敦
光
の
詳
伝
を
の
べ
、
か
つ
『
本
朝
統
文
粋
』
に
み
え
 
 

て
い
る
敦
光
の
多
数
の
文
章
と
願
文
と
を
対
比
検
討
し
た
結
果
「
天
治
三
年
三
 
 

月
廿
四
日
の
日
付
と
な
っ
て
い
る
供
養
願
文
と
の
用
語
が
相
近
い
こ
と
は
、
敦
 
 

て
い
な
い
点
、
写
本
で
あ
る
点
、
考
古
学
的
事
実
、
な
ど
を
併
考
し
、
こ
の
文
 
 

革
か
現
中
尊
寺
伽
藍
跡
を
治
し
て
い
る
も
の
で
な
く
、
他
の
よ
り
広
い
伽
藍
を
 
 

モ
デ
ル
に
、
後
に
作
ら
れ
た
も
の
で
な
い
か
と
の
疑
問
を
抱
く
も
の
で
あ
る
」
 
 

（
註
7
の
論
文
、
二
〇
九
頁
）
と
、
ま
ず
疑
問
を
提
起
し
、
こ
の
疑
問
を
さ
ら
 
 

に
追
求
し
た
の
が
註
8
の
論
文
で
あ
る
。
こ
れ
に
よ
れ
ば
願
文
の
願
主
ほ
初
代
 
 

清
衡
で
ほ
な
く
て
二
代
「
基
衡
と
み
る
こ
と
は
、
文
意
の
上
か
ら
必
ず
し
も
不
 
 

可
能
で
は
な
い
」
根
拠
と
し
て
、
願
文
か
ら
つ
ぎ
の
四
点
を
指
摘
し
 
 
 

①
 
「
聖
代
之
無
征
戦
」
と
い
う
語
が
願
文
に
あ
る
が
、
白
河
法
皇
に
寺
院
 
 
 

落
慶
供
養
が
、
捧
げ
ら
れ
た
も
の
で
あ
る
と
す
る
な
ら
ば
、
白
河
天
皇
の
 
 
 

代
に
は
清
衡
に
と
っ
て
も
重
要
な
意
味
を
も
つ
後
三
年
の
役
が
起
っ
て
い
 
 

る
し
、
ま
た
『
長
秋
記
』
大
治
四
年
八
月
二
十
一
日
に
清
衡
の
二
子
合
戦
 
 

の
こ
と
が
み
え
て
い
る
の
で
文
意
に
反
す
る
。
 
 
 

②
 
「
資
祖
考
之
余
業
」
と
あ
る
の
は
、
必
ず
し
も
清
衡
が
安
倍
・
清
原
氏
 
 

の
こ
と
を
の
べ
て
い
る
と
ほ
限
ら
な
い
。
奥
州
藤
原
氏
の
何
代
か
、
か
、
祖
 
 
 

考
を
た
た
え
た
も
の
と
解
釈
も
し
う
る
。
 
 
 

⑧
 
「
出
羽
陸
奥
之
土
俗
如
従
夙
草
」
と
あ
る
、
か
、
『
吾
妻
鏡
』
文
治
三
年
 
 
 

一
〇
月
二
十
九
日
の
条
に
み
え
る
よ
う
に
、
正
式
に
押
領
使
に
任
ぜ
ら
れ
 
 

た
の
ほ
基
衡
が
最
初
で
あ
る
。
 
 
 

④
 
「
歳
貫
之
勤
職
業
無
失
、
羽
毛
歯
草
之
贅
参
期
無
違
」
と
あ
る
。
『
台
 
 
 

記
』
仁
平
三
年
（
一
一
五
≡
九
月
十
四
日
条
に
、
基
衡
が
摂
関
家
と
の
 
 
 

間
の
高
鞍
庄
以
下
五
庄
の
年
貢
増
徴
問
題
を
解
決
し
た
こ
と
が
み
え
る
。
 
 

こ
の
こ
と
か
ら
基
衡
に
も
比
定
し
う
る
文
意
で
も
あ
る
。
ま
た
 
『
吾
妻
 
 
 

鏡
』
文
治
五
年
九
月
二
十
三
日
の
条
に
「
基
衡
者
、
果
福
秩
父
、
管
領
両
 
 

国
」
と
あ
る
。
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と
の
べ
、
「
以
上
の
よ
う
に
み
て
、
若
し
基
衡
の
代
に
書
か
れ
た
案
文
と
す
れ
 
 

ば
」
そ
の
成
立
年
代
ほ
「
鳥
羽
法
皇
、
崇
徳
上
皇
、
近
衛
天
皇
の
御
在
世
中
、
 
 

即
ち
永
治
元
年
～
久
寿
三
年
の
間
に
こ
の
願
文
の
案
文
ほ
善
か
れ
た
と
す
る
こ
 
 

と
が
で
き
る
。
更
に
文
中
に
『
宝
暦
三
年
』
な
る
語
が
み
え
る
が
、
こ
れ
を
年
 
 

号
の
第
三
年
目
と
し
、
事
前
に
善
か
れ
た
案
文
で
あ
る
点
か
ら
み
て
久
寿
三
年
 
 

（
保
元
元
年
）
に
あ
て
る
こ
と
が
で
き
る
」
と
推
定
さ
れ
た
。
 
 
 

そ
し
て
「
以
上
の
推
測
が
可
能
と
す
る
と
、
綴
文
に
み
え
る
一
区
の
伽
藍
 
 

は
、
今
日
知
ら
れ
て
い
る
遺
構
で
ほ
（
中
略
｝
私
は
基
衡
建
立
と
い
う
毛
越
寺
 
 

が
最
も
ふ
さ
わ
し
い
と
考
え
る
」
と
結
ん
で
い
る
。
 
 
 

㈲
 
基
衡
、
久
寿
三
年
成
立
哉
に
つ
い
て
の
質
疑
 
 
 

前
項
に
あ
げ
た
論
拠
に
つ
い
て
順
を
追
っ
て
質
疑
を
の
べ
て
み
る
こ
と
に
す
 
 

る
。
 
 

①
に
つ
い
て
 
 
 

質
疑
を
の
べ
る
に
あ
た
っ
て
、
ま
ず
東
北
大
学
の
石
田
一
良
教
授
の
い
う
と
 
 

こ
ろ
を
み
て
お
く
必
要
が
あ
る
。
や
や
長
文
に
わ
た
る
が
そ
の
要
旨
は
 
－
 
 
 

輔
方
願
文
の
端
書
に
 
 
 

「
奥
州
平
泉
関
山
中
尊
寺
 
 

鳥
羽
禅
定
法
皇
御
願
 
 

（
以
下
省
略
）
 
 
」
 
 

と
あ
る
の
で
「
従
来
は
研
究
者
も
寺
院
側
も
こ
れ
に
従
っ
て
」
天
治
三
年
供
養
 
 

願
文
は
鳥
羽
禅
定
法
皇
御
瞭
と
み
な
し
て
き
て
い
た
。
「
し
か
し
輔
方
は
確
実
 
 

マ
マ
 
 

な
資
料
に
も
と
づ
く
調
査
の
結
果
を
こ
の
奥
書
に
記
し
た
も
の
で
ほ
な
い
ら
し
 
 

註
1
Q
 
 

く
、
信
濃
阿
闇
梨
が
寺
伝
を
物
語
る
ま
ま
に
書
き
つ
け
た
も
の
と
思
わ
れ
る
。
」
 
 
 

こ
う
の
べ
て
、
こ
こ
か
ら
石
田
教
授
は
鳥
羽
法
皇
の
御
願
で
は
な
く
て
、
願
 
 

文
の
「
表
現
の
軽
重
か
ら
見
て
も
、
こ
の
堂
が
主
と
し
て
白
河
禅
定
法
皇
に
捧
 
 

0  

註
1
1
 
 

げ
ら
れ
た
も
の
で
あ
る
こ
と
は
明
ら
か
で
あ
る
」
と
推
定
さ
れ
た
の
で
あ
る
。
 
 
 

さ
て
、
願
文
に
あ
る
天
治
三
年
（
二
二
六
）
三
月
二
十
四
日
と
い
う
時
点
 
 

で
い
え
ば
鳥
羽
院
ほ
上
皇
で
あ
っ
て
法
皇
で
は
な
い
。
法
皇
に
な
ら
れ
た
の
は
 
 

天
治
三
年
か
ら
十
五
年
後
の
永
治
元
年
（
一
一
四
一
）
三
月
十
日
で
あ
る
か
ら
 
 

註
1
2
 
で
あ
る
。
し
か
る
に
、
願
文
を
天
治
三
年
の
一
、
二
年
前
の
成
立
（
詳
し
く
は
 
 

㈲
項
参
照
）
と
み
な
し
て
考
察
を
す
す
め
七
い
る
石
田
教
授
が
鳥
羽
法
皇
と
い
 
 
 

っ
て
る
の
ほ
鳥
羽
上
皇
の
意
味
で
あ
ろ
う
。
 
 
 

中
川
教
授
が
推
論
根
拠
の
①
と
し
て
、
白
河
法
皇
に
捧
げ
ら
れ
た
も
の
と
す
 
 

る
、
と
い
う
前
提
か
ら
推
論
を
す
す
め
て
い
る
の
は
石
田
教
授
の
所
説
と
同
じ
 
 

で
あ
る
。
と
こ
ろ
が
中
川
教
授
ほ
①
に
お
い
て
白
河
法
皇
と
い
っ
た
り
白
河
天
 
 

皇
と
い
っ
た
り
し
、
白
河
天
皇
の
治
世
に
は
後
三
年
の
役
が
あ
っ
た
か
ら
願
文
 
 

に
「
聖
代
之
無
征
戦
」
と
あ
る
文
意
と
合
致
し
な
い
と
の
べ
て
い
る
が
、
後
三
 
 

年
の
役
が
起
っ
た
永
保
三
年
（
一
〇
八
三
）
は
白
河
帝
が
法
皇
に
な
ら
れ
る
以
 
 

前
、
ま
だ
天
皇
で
あ
ら
れ
た
と
き
の
こ
と
で
あ
っ
て
、
し
か
も
朝
議
で
ほ
こ
れ
 
 

を
私
闘
と
み
な
し
た
の
で
あ
る
。
後
三
年
の
役
が
終
っ
た
の
ほ
寛
治
元
年
（
一
 
 

〇
八
七
）
で
あ
る
が
、
白
河
帝
が
法
皇
に
な
ら
れ
た
の
ほ
、
そ
れ
か
ら
九
年
後
 
 

註
1
3
 
 

の
永
長
元
年
（
一
〇
九
六
）
八
月
九
日
か
ら
の
こ
と
で
あ
る
。
白
河
天
皇
の
治
 
 

世
に
ほ
東
北
地
方
に
征
戦
ほ
な
い
。
願
文
の
と
お
り
で
あ
る
。
 
 
 

願
文
に
あ
る
「
太
上
天
皇
」
 
（
鳥
羽
上
皇
）
の
治
世
に
も
、
ま
た
「
金
輪
竪
 
 

主
」
 
（
崇
徳
天
皇
）
の
治
世
に
お
い
て
も
三
帝
併
存
期
間
中
、
東
北
地
方
で
は
 
 

征
戦
が
な
い
。
願
文
の
主
意
の
と
お
り
で
あ
る
。
 
 
 

次
に
『
長
秋
記
』
大
治
四
年
八
月
二
十
一
目
条
に
よ
れ
ば
清
衡
の
二
子
が
合
 
 

戦
し
て
い
る
の
で
願
文
の
「
聖
代
之
無
征
戦
」
と
い
う
表
現
に
合
致
し
な
い
と
 
 
 

○  
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い
う
が
、
大
治
四
年
（
一
l
二
九
）
 
は
隣
文
の
紀
年
天
治
三
年
か
ら
三
年
あ
と
 
 

の
こ
と
で
あ
る
し
、
二
子
合
戦
は
清
衡
穀
後
に
起
っ
た
の
で
あ
っ
た
。
こ
う
い
 
 

っ
た
こ
と
か
ら
み
る
と
、
二
子
合
戦
を
も
っ
て
麻
文
の
「
聖
代
之
無
征
戦
」
に
 
 

合
致
し
な
い
と
す
る
こ
と
は
、
明
ら
か
に
不
条
理
で
あ
る
。
 
 
 

で
あ
る
か
ら
①
の
諭
旨
は
磨
極
的
根
拠
と
は
な
り
え
な
い
の
で
は
な
い
か
。
 
 
 

②
に
つ
い
て
 
 
 

麒
文
の
「
資
祖
考
之
余
業
」
と
い
う
文
字
表
現
か
ら
は
、
中
川
教
授
の
い
わ
 
 

れ
る
よ
う
に
、
清
衡
の
瞭
文
で
あ
る
と
は
断
定
で
き
な
い
。
清
衡
の
後
継
子
孫
 
 

で
あ
っ
て
も
文
意
ほ
と
お
る
の
で
あ
る
。
 
 
 

と
こ
ろ
で
「
祖
考
の
余
業
に
ょ
り
」
と
い
っ
た
場
合
の
祖
考
は
「
亡
祖
父
」
 
 

註
1
4
 
 

と
か
「
亡
祖
父
と
亡
父
」
で
あ
る
し
、
余
業
に
よ
り
と
い
う
の
ほ
祖
考
の
残
し
 
 

て
く
れ
た
恩
徳
の
お
か
げ
で
、
と
い
う
意
味
で
あ
る
か
ら
、
院
主
が
清
衡
で
あ
 
 

っ
た
と
す
る
な
ら
血
泳
の
祖
父
願
時
と
亡
養
（
義
）
父
清
原
武
貞
が
ふ
さ
わ
し
 
 

せ
ん
 
 

い
。
周
知
の
ご
と
く
板
時
は
奥
六
郡
の
悸
囚
長
正
系
で
あ
り
、
武
貞
は
出
羽
山
 
 

ぼ
く
 
 

北
の
悸
囚
長
の
嫡
系
で
、
両
国
の
悸
囚
長
家
の
恩
沢
を
享
受
し
た
の
は
清
衡
で
 
 

あ
っ
た
か
ら
で
あ
る
。
実
父
経
清
は
前
九
年
の
役
で
敗
死
し
て
い
る
か
ら
祖
考
 
 

の
余
業
に
よ
り
、
と
い
う
の
に
ほ
若
干
の
抵
抗
を
お
ば
え
る
。
 
 
 

麒
主
が
基
衡
で
あ
る
と
す
れ
ば
、
亡
父
清
衡
は
わ
か
る
が
亡
祖
父
に
ほ
誰
が
 
 

ふ
さ
わ
し
い
の
で
あ
ろ
う
か
。
 
 
 

⑧
に
つ
い
て
 
 
 

『
吾
妻
鏡
』
文
治
三
年
十
月
二
十
九
日
条
に
よ
れ
ば
、
ま
さ
に
基
衡
は
出
羽
 
 

押
領
使
で
あ
る
。
と
こ
ろ
で
『
吾
妻
鏡
』
の
こ
の
条
は
三
代
秀
衡
の
死
亡
し
た
 
 

と
き
の
消
息
を
記
し
と
ど
め
る
の
が
主
意
で
、
あ
わ
せ
て
秀
衡
の
閲
歴
を
摘
記
 
 

し
た
も
の
で
あ
る
。
 
 
 

「
今
日
、
秀
衡
入
道
於
陸
奥
国
平
泉
舘
卒
去
、
日
来
重
病
依
少
悼
、
共
時
以
 
 
 

前
、
伊
予
守
義
顕
（
板
橋
註
、
義
経
の
こ
と
）
為
大
将
軍
、
可
令
国
務
之
 
 
 

由
、
令
達
言
男
泰
衡
以
下
云
々
」
 
 

こ
の
よ
う
に
記
し
て
か
ら
、
行
を
あ
ら
た
め
字
く
ば
り
を
一
段
お
と
し
て
 
 
 

「
鎮
守
府
将
軍
兼
陸
奥
守
従
五
位
上
藤
原
朝
臣
秀
衡
法
師
 
 

出
羽
押
領
使
基
衡
男
、
嘉
応
二
年
五
月
廿
五
日
任
鎮
守
府
将
軍
、
叙
従
 
 

五
位
下
、
 
 

義
和
元
年
八
月
廿
五
日
任
陸
奥
守
、
同
日
叙
従
五
位
上
」
 
 

と
記
し
て
い
る
と
こ
ろ
を
み
る
と
、
基
衡
の
極
職
は
出
羽
押
領
使
で
あ
つ
た
こ
 

と
に
な
る
。
そ
う
で
あ
る
な
ら
官
職
上
、
基
衡
の
公
権
が
出
羽
に
お
よ
ん
だ
こ
】
 
 

と
は
わ
か
る
が
、
願
文
の
「
出
羽
陸
奥
の
土
俗
ほ
夙
に
従
う
草
の
如
し
」
と
い
 
 

ぅ
文
意
に
合
わ
な
い
こ
と
に
な
る
。
陸
奥
に
対
し
て
ほ
、
ど
の
よ
う
な
官
職
に
 
 

ょ
っ
て
公
権
を
行
使
で
き
た
と
い
う
の
か
、
こ
の
占
州
が
明
記
さ
れ
て
い
な
い
か
 
 

ら
で
あ
る
。
 
 
 

願
文
の
「
出
羽
陸
奥
之
土
俗
如
従
夙
草
」
と
い
う
文
意
は
、
官
職
に
就
く
こ
…
 
 

と
に
よ
っ
て
そ
れ
故
に
由
来
し
た
公
権
の
意
味
に
解
釈
も
で
き
よ
う
が
、
願
文
 
 

で
ほ
「
出
羽
陸
奥
之
土
俗
如
従
風
草
」
に
す
ぐ
続
い
て
「
粛
慎
担
婁
之
海
蛮
、
 
 

炉
向
陽
葵
」
と
あ
る
か
ら
、
「
聖
代
之
無
征
戦
、
長
属
明
時
之
多
仁
恩
」
と
い
 
 

う
前
文
を
う
け
て
聖
代
の
仁
恩
を
ほ
め
譲
え
た
表
現
と
も
解
釈
で
き
る
の
で
あ
 
 

る
。
 
 
 

結
局
の
と
こ
ろ
、
②
と
同
様
に
⑧
も
い
ろ
い
ろ
に
解
釈
で
き
る
の
で
、
願
主
 

を
基
衡
と
み
な
す
根
拠
と
は
な
り
が
た
い
不
鮮
明
さ
を
も
っ
て
い
る
。
 
 
 

以
上
の
三
点
は
き
わ
め
て
些
細
な
質
疑
に
す
ぎ
な
い
。
中
川
教
授
の
新
提
唱
 
 

の
意
義
ほ
次
に
の
べ
る
こ
と
な
の
で
あ
る
。
そ
の
要
旨
は
 
ー
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そ
こ
で
基
衡
の
死
ん
だ
の
ほ
い
つ
か
。
致
年
月
も
年
齢
も
明
確
で
ほ
な
い
。
 
 

近
世
に
な
っ
て
か
ら
の
請
書
は
一
致
し
て
保
元
二
年
三
月
十
九
日
と
し
て
あ
 
 

＝
■
l
 
 る

。
一
致
し
て
い
る
か
ら
と
い
っ
て
俄
に
信
ず
る
わ
け
に
ほ
い
か
な
い
。
そ
の
 
 

根
拠
が
不
明
だ
か
ら
で
あ
る
。
石
田
茂
作
先
生
ほ
保
元
二
年
三
月
十
六
日
と
み
 
 

註
1
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て
お
ら
れ
る
。
 
 
 

そ
こ
で
基
衡
を
除
外
し
前
記
三
帝
が
そ
れ
ぞ
れ
法
皇
・
上
皇
・
天
皇
と
し
て
 
 

の
在
位
年
代
を
み
る
と
 
 

願
文
に
は
「
禅
定
法
皇
」
・
「
太
上
天
皇
」
・
「
金
輪
聖
主
」
と
御
三
方
を
奉
 
 

讃
し
て
い
る
。
そ
れ
で
従
来
は
禅
定
法
皇
を
白
河
法
皇
、
太
上
天
皇
を
鳥
羽
上
 
 

皇
、
金
輪
聖
主
を
崇
徳
天
皇
と
理
解
し
て
き
て
い
た
。
と
こ
ろ
が
中
川
教
授
は
 
 

初
め
て
、
禅
定
法
皇
は
鳥
羽
法
皇
で
あ
り
、
太
上
天
皇
は
崇
徳
上
皇
、
そ
し
て
 
 

金
輪
聖
主
ほ
近
衛
天
皇
と
し
、
願
主
二
代
基
衡
に
合
致
す
る
よ
う
に
解
釈
し
た
 
 

の
で
あ
る
。
こ
の
着
想
は
全
く
新
し
い
。
 
 

康
治
元
 
 

二
 
 

天
義
元
 
 

久
安
元
 
 

海
 
 

永
治
元
一
一
 
 

㈹
白
河
1
㈹
堀
河
 
－
 
㈹
鳥
羽
－
 
 
 

五四三二j 四 ⊇暦  
ト、J： ∴． 
〕院垂月  羽定  

洛洛  

皇皇  

範十  
記日  御 H  

出∴痙   
家鳥髪  

「
j
悶
崇
徳
 
 

」
－
囲
後
白
河
 
 
L
よ
近
衛
 
 

十
二
月
七
日
譲
 
 

位
〔
百
錬
抄
〕
 
 
 

駄
臥
雲
竺
舶
 
 

十禅十  
〔七、二  
百日十月  
錬即ニセ  
抄位月日   
〕     一一：ててア  

衛輪  

天聖  

皇主  

前
掲
表
の
ご
と
く
永
治
元
年
十
二
月
七
日
以
降
久
寿
二
年
七
月
二
十
三
日
ま
で
 
 

の
十
三
年
余
の
期
間
で
あ
る
。
 
 
 

さ
て
、
中
川
教
授
は
さ
ら
に
願
文
に
あ
る
「
宝
暦
三
年
」
と
い
う
文
字
に
着
 
 

目
し
、
こ
れ
を
近
衛
天
皇
御
治
世
の
元
号
久
寿
に
な
っ
て
か
ら
の
も
の
と
み
な
 
 

し
「
久
寿
三
年
（
保
元
元
年
）
 
に
あ
て
る
こ
と
が
で
き
る
」
と
し
、
願
文
の
成
 
 

立
年
代
を
久
寿
三
年
に
絞
っ
て
お
ら
れ
る
が
、
仁
平
が
久
寿
と
改
元
に
な
っ
た
 
 

の
ほ
仁
平
四
年
十
月
二
十
八
日
で
あ
る
し
、
そ
の
翌
年
七
月
二
十
三
日
に
近
衛
 
 

天
皇
は
崩
御
さ
れ
て
い
る
の
で
、
願
文
の
案
文
が
成
立
す
る
の
は
久
寿
改
元
の
 
 

あ
っ
た
一
一
五
四
年
の
十
月
二
十
八
日
以
降
か
ら
翌
年
七
月
二
十
三
日
ま
で
の
 
 

間
と
理
解
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
そ
う
す
る
と
案
文
成
立
は
一
一
五
四
年
 
 

（
久
寿
元
年
）
 
か
一
一
五
五
年
（
久
寿
二
年
）
と
い
う
こ
と
に
な
る
。
久
寿
三
 
 
 

久
寿
二
一
一
一
五
五
 
 

七
月
二
晶
御
、
七
月
十
二
是
 

¶
 
 

記〔御七  
〕台、月   

記十二   

・七三   
兵歳日   
範 崩   
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前
掲
表
の
ご
と
く
で
あ
る
か
ら
、
麒
文
成
立
が
果
し
て
久
寿
三
年
（
一
一
五
六
）
 
 

で
あ
る
と
す
る
な
ら
、
顕
隆
・
相
仁
・
敦
光
の
三
名
が
死
去
し
た
後
と
い
う
こ
 
 

と
に
な
る
。
久
寿
元
年
（
一
一
五
四
）
 
の
十
月
二
十
八
日
以
降
か
ら
翌
年
七
月
 
 

二
十
三
日
ま
で
の
間
と
し
て
も
同
様
で
あ
っ
て
、
顕
隆
・
相
仁
・
敦
光
等
三
名
 
 

の
死
亡
後
で
あ
る
。
 
 
 

そ
こ
で
一
歩
を
ゆ
ず
り
、
鳥
羽
法
皇
・
崇
徳
上
皇
・
近
衛
天
皇
御
在
位
中
の
 
 

永
治
元
年
（
一
一
四
一
）
十
二
月
七
日
か
ら
久
寿
二
年
七
月
二
十
三
日
の
期
間
 
 

年
で
は
あ
り
え
な
い
こ
と
に
な
る
。
 
 
 

最
後
に
不
審
に
思
う
こ
と
が
一
つ
あ
る
。
輔
方
願
文
と
顕
家
願
文
に
よ
れ
ば
 
 

と
あ
る
。
関
係
者
四
人
の
穀
年
を
年
代
順
に
あ
げ
る
と
 
 

に
願
文
が
成
立
し
た
も
の
と
し
て
も
、
慮
隆
と
相
仁
が
死
亡
し
た
後
と
い
う
こ
 
 

と
に
な
り
依
然
と
し
て
不
審
が
解
消
し
な
い
。
 
 
 

従
来
の
通
説
の
よ
う
に
、
瞑
文
ほ
天
治
三
年
三
月
二
十
四
日
を
あ
ま
り
遠
く
 
 

さ
か
の
ぼ
ら
な
い
頃
の
成
立
と
み
な
せ
ば
、
天
治
三
年
時
点
で
は
、
麒
隆
五
十
 
 

五
歳
、
相
仁
四
十
四
、
敦
光
六
十
四
、
朝
隆
三
十
歳
で
四
名
と
も
存
世
し
、
い
 
 

さ
さ
か
の
不
審
も
お
こ
ら
な
い
。
 
 
 

㈲
 
清
衡
、
保
安
四
年
正
月
以
降
天
治
二
年
十
二
月
未
聞
成
立
説
 
 
 

現
存
し
て
い
る
文
献
の
う
ち
で
中
尊
寺
一
山
に
つ
い
て
詳
述
し
て
い
る
も
の
 
 

と
い
え
ば
、
三
つ
が
知
ら
れ
て
い
る
。
年
代
順
に
あ
げ
れ
ば
天
治
三
年
の
紀
年
 
 

月
日
の
あ
る
願
文
。
次
は
『
吾
妻
鏡
』
文
治
五
年
九
月
十
七
日
条
に
み
え
る
 
 

「
寺
塔
己
下
注
文
日
衆
徒
琶
之
」
 
（
以
下
、
注
文
と
略
称
）
。
そ
し
て
三
番
目
ほ
 
 

中
尊
寺
所
蔵
の
「
建
武
元
年
八
月
日
大
衆
訴
状
」
 

し
た
際
、
こ
の
よ
う
に
呼
称
し
て
い
る
。
以
下
、
訴
状
と
略
称
）
 
で
あ
る
。
 
 
 

と
こ
ろ
が
、
以
上
三
文
献
の
記
事
に
ほ
、
か
な
り
の
出
入
が
あ
る
。
次
の
如
 
 

く
で
あ
る
。
 
 

○
願
文
 
 

三
間
四
面
檜
皮
革
堂
一
宇
在
左
右
廊
廿
二
間
 
 

三
重
塔
婆
三
基
 
 

二
階
瓦
書
経
蔵
一
宇
 
 

二
階
鐘
楼
一
宇
 
 

大
門
三
宇
 
 

築
垣
三
面
 
 

反
橋
一
道
廿
一
問
 
 
 

斜
橋
一
道
十
問
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○
注
文
 
 
 

寺
塔
四
十
余
宇
 
 
 

禅
坊
三
百
余
宇
 
 
 

一
基
塔
 
於
山
頂
上
立
 
 

多
宝
寺
 
寺
院
中
央
有
、
安
置
釈
迦
多
宝
像
於
左
右
 
 

釈
迦
堂
 
安
一
首
余
体
金
容
、
即
釈
迦
像
也
 
 

両
界
堂
 
両
部
諸
尊
、
皆
為
木
像
、
皆
金
色
也
 
 

〔
割
註
〕
 
 

〔
傍
書
〕
 
 

二
階
大
堂
 
号
大
長
寿
院
、
高
五
丈
、
本
尊
三
丈
金
色
弥
陀
像
、
脇
士
九
 
 

体
、
同
丈
六
也
 
 

〔
割
註
〕
 
 

金
色
堂
 
上
下
四
壁
内
殿
皆
金
色
也
、
堂
内
構
三
壇
、
悉
螺
錮
也
、
阿
弥
 
 

陀
≡
尊
、
二
天
、
六
地
蔵
、
定
朝
造
之
 
 

日
吉
社
 
鎮
守
即
南
方
崇
敬
 
 

白
山
官
 
北
方
勧
請
 
 

宋
本
一
切
経
蔵
 
 

○
訴
状
 
 

（
マ
マ
）
 
 

最
初
院
 
長
治
二
年
（
一
一
〇
五
）
二
月
十
五
日
、
出
羽
陸
奥
両
国
大
主
 
 

藤
原
朝
臣
清
衡
道
立
、
本
尊
釈
迦
多
宝
拉
座
 
 

大
長
寿
院
 
嘉
承
二
年
（
一
一
〇
七
）
三
月
十
五
目
造
立
、
本
尊
四
丈
阿
 
 

弥
陀
、
脇
士
九
体
丈
六
 
 

金
堂
 
 
天
仁
元
年
（
一
一
〇
八
）
建
立
、
三
間
四
面
、
左
右
廊
二
十
二
 
 

間
、
本
尊
釈
迦
三
尊
半
丈
六
、
井
小
釈
迦
百
体
、
同
四
天
 
 

三
重
塔
婆
三
基
 
本
尊
等
在
願
文
 
 

二
階
鐘
楼
 
 

経
蔵
 
 
紺
紅
玉
軸
金
銀
泥
行
交
一
切
経
一
部
、
金
泥
一
切
経
一
部
、
唐
 
 

七
高
山
 
 
 

熊
野
 
 
 

八
幡
 
 
 

北
野
天
神
 
 
 

弁
財
天
 
 

そ
こ
で
、
注
文
や
訴
状
の
記
載
の
が
わ
に
立
っ
て
駄
文
を
ふ
り
か
え
る
と
、
 
 
 

願
成
就
院
 
 

瑠
璃
光
院
 
 

常
住
院
 
 

釈
尊
院
 
 

成
就
院
 
 

英
樹
王
院
 
 

光
勝
院
 
 

仏
聖
院
 
 

金
剛
王
院
 
 

大
数
王
院
 
 

千
手
院
 
 

帝
釈
堂
 
 

白
山
宮
 
 

日
吉
七
社
 
 

金
峯
山
 
 本

一
切
経
一
部
、
本
尊
文
殊
像
老
皇
帝
被
下
之
 
 

大
門
三
宇
 
 

皆
金
色
堂
一
宇
一
間
四
面
、
本
尊
弥
陀
 
 

薬
師
丈
六
 
 

本
尊
同
前
 
 

釈
迦
三
尊
 
 

本
尊
同
前
、
皇
帝
御
仏
 
 

本
尊
同
前
 
 

二
，
．
こ
 
薬
師
井
観
音
三
十
三
反
 
 

弥
陀
薬
師
丈
六
 
 

本
尊
同
前
 
 

金
剛
界
大
日
 
 

胎
金
両
部
諸
尊
皆
金
色
木
像
 
 

地
主
権
現
而
七
百
余
歳
霊
神
也
 
 



院
文
性
格
問
題
に
一
つ
の
新
し
い
解
釈
を
さ
れ
た
の
が
東
北
大
学
石
田
一
良
 
 

註
1
8
 
 

数
授
で
あ
る
。
石
田
教
授
は
「
当
時
の
風
習
と
し
て
寺
院
建
立
の
際
に
、
一
堂
 
 

積
 
 

一
塔
が
時
を
隔
て
て
順
次
に
道
立
せ
ら
れ
て
い
く
と
き
は
、
そ
れ
ぞ
れ
の
堂
塔
 
 

板
 
が
造
営
さ
れ
る
度
毎
に
一
つ
一
つ
供
養
せ
ら
れ
て
行
っ
た
よ
う
で
あ
る
」
こ
と
 
 

に
着
目
し
、
そ
の
例
証
と
し
て
法
成
寺
を
あ
げ
具
体
的
に
詳
述
し
、
中
尊
寺
の
 
 

場
合
も
、
最
初
院
は
長
治
二
年
（
一
一
〇
五
）
二
月
十
五
日
造
立
、
大
長
寿
院
 
 

ほ
嘉
承
二
年
（
一
一
〇
七
）
三
月
造
立
と
訴
状
に
伝
え
ら
れ
て
い
る
の
も
「
諸
 
 

堂
造
立
の
日
付
ほ
お
そ
ら
く
落
慶
供
養
の
日
付
に
関
係
す
る
も
の
と
思
わ
れ
 
 

る
。
従
っ
て
天
治
三
年
（
一
一
二
六
）
の
落
慶
供
養
も
所
謂
金
堂
を
中
心
と
す
 
 

る
願
文
に
載
せ
ら
れ
た
範
囲
の
大
伽
藍
一
区
の
み
の
供
養
と
考
え
ら
れ
る
」
と
 
 

結
論
し
て
い
る
。
 
 

そ
う
い
わ
れ
て
み
る
と
、
願
文
の
冒
頭
は
ま
さ
に
 
 

「
敬
白
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そ
し
て
天
治
三
年
供
養
が
中
尊
寺
の
全
建
築
に
わ
た
る
も
の
で
あ
る
な
ら
ば
、
 
 

少
く
と
も
天
治
三
年
以
前
に
建
立
さ
れ
た
と
さ
れ
て
い
る
最
初
院
と
か
大
長
寿
 
 

院
が
記
載
さ
れ
て
あ
っ
て
然
る
べ
き
ほ
ず
な
の
に
、
ま
っ
た
く
記
載
さ
れ
て
い
 
 

な
い
と
い
う
不
審
が
起
っ
て
く
る
。
有
名
な
金
色
堂
、
こ
れ
も
天
治
三
年
の
二
 
 

年
前
に
で
き
て
い
る
の
に
記
載
さ
れ
て
い
な
い
。
そ
う
い
っ
た
不
審
は
従
来
も
 
 

隙
文
に
対
し
て
も
た
れ
て
い
た
の
で
あ
っ
た
。
こ
れ
ら
の
不
審
の
う
ち
、
金
色
 
 

註
1
7
 
堂
が
願
文
に
み
え
て
い
な
い
こ
と
に
つ
い
て
ほ
石
田
茂
作
先
生
の
解
釈
（
金
色
 
 

堂
ほ
葬
堂
と
し
て
建
立
さ
れ
た
も
の
で
あ
っ
た
の
で
公
式
の
顕
文
か
ら
は
除
外
 
 

さ
れ
た
の
で
あ
ろ
う
）
に
よ
っ
て
一
応
の
説
明
が
つ
く
と
し
て
も
、
最
初
院
や
 
 

大
長
寿
院
に
ま
つ
わ
る
従
来
か
ら
の
不
審
は
依
然
と
し
て
残
る
の
で
あ
る
。
こ
 
 

れ
は
願
文
の
性
格
に
か
か
わ
る
大
き
な
問
題
で
あ
る
。
 
 

奉
建
立
供
養
鎮
護
国
家
大
伽
藍
一
区
事
」
 
 

で
あ
る
。
 
 
 

さ
ら
に
天
治
三
年
供
養
の
際
「
従
来
の
寺
塔
を
も
含
め
て
中
尊
寺
が
願
文
に
 
 

記
す
よ
う
に
、
御
願
寺
と
な
っ
た
の
か
も
知
れ
ぬ
」
と
も
推
論
し
て
い
る
。
こ
 
 

れ
も
新
し
い
提
唱
で
あ
る
。
 
 
 

願
文
の
成
立
年
代
に
つ
い
て
も
新
説
を
の
べ
て
お
ら
れ
る
。
願
文
の
「
宝
暦
 
 

三
年
青
陽
」
を
践
年
法
に
よ
っ
て
解
釈
し
て
の
立
論
で
、
そ
の
要
旨
ほ
こ
う
で
 
 

あ
る
－
－
。
 
 
 

「
宝
暦
三
年
云
々
の
宝
暦
を
直
ち
に
時
の
年
号
天
治
と
解
す
れ
ば
、
宝
暦
三
 
 

年
ほ
天
治
三
年
に
当
る
。
し
か
し
宝
暦
は
必
ず
し
も
直
接
に
時
の
年
号
を
指
す
 
 

言
葉
で
は
な
く
、
天
皇
の
治
世
第
三
年
と
い
う
意
味
の
言
葉
と
も
考
え
ら
れ
 
 

る
。
当
時
は
践
年
の
法
に
よ
っ
て
、
天
皇
の
即
位
の
次
年
か
ら
そ
の
天
皇
の
治
 
 

世
を
数
え
、
年
号
を
改
め
た
の
で
あ
る
。
（
中
略
）
崇
徳
天
皇
の
場
合
も
同
様
 
 

で
、
即
位
の
次
年
に
年
号
ほ
天
治
と
改
元
せ
ら
れ
た
。
供
養
の
行
な
わ
れ
た
天
 
 

治
三
年
ほ
践
年
法
に
よ
っ
て
、
ま
さ
し
く
崇
徳
天
皇
の
治
世
の
第
三
年
に
当
る
 
 

わ
け
で
あ
る
」
。
そ
こ
で
「
案
文
の
作
成
は
作
者
が
予
定
さ
れ
た
供
養
の
年
を
 
 

宝
暦
三
年
に
書
き
う
る
時
点
で
あ
る
と
い
う
こ
と
に
な
る
。
宝
雷
何
年
を
前
述
 
 

の
如
く
、
天
皇
治
世
何
年
と
解
す
れ
ば
、
こ
の
案
文
の
作
成
ほ
崇
徳
天
皇
の
即
 
 

位
し
た
保
安
四
年
正
月
以
前
に
ほ
遡
り
え
な
い
。
ま
た
宝
暦
三
年
が
直
ち
に
天
 
 

治
三
年
を
さ
し
た
も
の
と
す
れ
ば
、
天
治
元
年
正
月
以
降
に
書
か
れ
た
こ
と
に
 
 

な
る
。
案
文
自
体
か
ら
ほ
少
く
と
も
保
安
四
年
正
月
以
降
天
治
二
年
十
二
月
末
 
 

ま
で
（
一
一
二
三
 
－
 
二
二
五
）
の
間
の
製
作
と
推
定
さ
れ
る
」
。
 
 

㈲
 
清
衡
、
永
久
五
年
成
立
説
 
 
 

こ
れ
ほ
岩
手
大
学
名
誉
教
授
森
憲
兵
衛
先
生
の
掟
唱
で
、
ま
ず
立
論
の
前
提
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と
し
て
次
の
諸
点
を
あ
げ
ら
れ
て
い
る
。
 
 
 

①
『
吾
妻
鏡
』
脱
漏
嘉
禄
二
年
（
二
一
二
六
）
十
一
月
八
日
条
に
「
陸
奥
国
 
 

「
平
泉
円
隆
寺
朗
粥
焼
亡
。
干
時
有
此
災
之
由
、
告
廻
鎌
倉
中
老
有
之
。
可
謂
不
 
 

0
0
0
0
 
 

恩
義
云
㌔
然
後
日
所
令
風
聞
、
彼
時
刻
也
。
是
藤
原
清
衡
建
立
精
舎
也
。
霊
場
 
 

0
0
0
0
 
 

於
荘
厳
者
、
吾
朝
無
双
云
々
。
右
大
将
軍
文
治
五
年
奥
州
征
伐
之
次
、
令
順
礼
給
 
 

之
後
、
殊
有
信
仰
云
々
」
 
（
新
訂
増
補
国
史
大
系
第
三
十
三
巻
四
七
貢
）
と
み
え
 
 

て
い
て
、
円
隆
寺
（
注
文
に
よ
れ
ば
毛
越
寺
の
金
堂
）
を
清
衡
建
立
と
し
て
い
 
 

る
。
で
あ
る
か
ら
清
衡
願
主
の
隣
文
も
、
或
ほ
毛
越
寺
の
こ
と
を
い
っ
て
い
る
 
 

の
で
は
な
い
か
。
そ
う
い
う
可
能
性
が
あ
る
。
 
 
 

②
小
林
剛
・
藤
田
経
世
編
『
日
本
美
術
史
年
表
』
（
昭
和
二
十
七
年
七
月
刊
）
 
 

の
永
久
五
年
（
一
一
一
七
）
条
に
 
 
 

「
〔
吾
〕
金
銀
交
害
藤
原
清
衡
一
切
経
（
高
野
山
）
 
 

こ
の
頃
 
 

〔
庭
〕
奥
州
平
泉
毛
越
寺
庭
園
」
 
（
九
九
頁
）
 
 

と
あ
る
。
永
久
五
年
ほ
清
衡
の
治
世
（
］
ハ
十
二
歳
）
で
天
治
三
年
落
慶
供
養
の
 
 

九
年
前
に
あ
た
る
。
毛
越
寺
庭
園
が
永
久
五
年
頃
で
き
た
と
す
れ
ば
当
然
伽
藍
 
 

も
で
き
た
は
ず
で
あ
る
か
ら
、
駄
文
も
或
は
毛
越
寺
の
あ
る
地
域
を
い
っ
て
る
 
 

の
で
ほ
な
い
か
。
そ
う
い
う
可
能
性
が
あ
る
。
 
 
 

⑧
近
年
の
発
掘
調
査
結
果
に
よ
れ
ば
、
願
文
に
か
な
う
よ
う
な
遺
跡
が
発
見
 
 

さ
れ
な
か
っ
た
よ
う
で
あ
る
。
そ
う
で
あ
る
な
ら
ば
、
む
し
ろ
毛
越
寺
境
内
の
 
 

方
が
清
衡
の
邸
宅
と
も
近
く
願
文
の
記
載
に
近
い
設
営
で
あ
る
。
 
 
 

④
現
存
し
て
い
る
願
文
二
通
は
後
年
の
写
太
で
あ
っ
て
原
本
は
今
伝
っ
て
い
 
 

な
い
。
し
か
も
二
通
の
文
字
及
び
書
き
方
に
か
な
り
の
出
入
が
あ
る
の
で
、
原
 
 

本
が
二
通
あ
っ
た
の
で
ほ
な
い
か
。
そ
こ
で
、
こ
れ
は
設
計
書
の
よ
う
な
性
格
 
 

の
も
の
で
ほ
な
か
っ
た
か
。
そ
う
で
あ
る
な
ら
ば
、
願
文
に
近
い
設
営
を
伝
え
 
 

て
い
る
の
は
毛
越
寺
と
い
う
こ
と
に
な
る
。
 
 
 

森
先
生
は
以
上
の
よ
う
な
前
掟
を
想
定
さ
れ
た
う
え
で
、
さ
ら
に
先
生
が
仙
 
 

台
市
仙
岳
院
（
近
世
仙
台
藩
に
お
け
る
天
台
宗
関
係
寺
院
の
宗
務
所
）
 
で
発
見
 
 

さ
れ
た
弘
長
二
年
（
一
二
六
二
）
 
の
文
書
に
 
 
 

「
関
山
多
通
之
旧
証
令
検
見
処
、
中
尊
寺
老
永
久
五
年
（
一
一
一
七
）
奥
羽
 
 
 

之
被
補
惣
別
当
之
上
、
毛
越
寺
者
為
同
寺
之
由
、
建
久
元
年
（
一
一
九
〇
）
 
 
 

被
裁
鎌
倉
之
下
知
状
。
其
先
天
治
三
年
（
一
一
二
六
）
四
月
 
目
、
惣
別
当
 
 
 

己
講
僧
正
慶
源
賜
遮
郡
援
法
之
印
、
連
々
相
承
而
両
州
惣
法
務
之
道
場
所
見
 
 
 

也
。
者
加
古
例
中
尊
寺
八
役
遂
検
見
、
令
補
任
惣
別
当
事
、
不
及
異
俵
蔦
」
 
 

と
あ
る
の
を
引
用
し
、
次
の
如
く
結
論
さ
れ
る
の
で
あ
る
。
 
 
 

永
久
五
年
に
中
尊
寺
は
奥
羽
天
台
宗
寺
院
の
惣
別
当
に
補
せ
ら
れ
た
。
こ
の
 
 

栄
誉
を
記
念
す
る
た
め
、
今
ま
で
の
規
模
を
整
備
拡
張
す
る
計
画
に
着
手
し
た
 
 

0
0
0
0
 
 

の
で
は
な
い
か
。
従
来
、
中
尊
寺
落
慶
供
養
の
麻
文
と
い
わ
れ
て
い
た
も
の
 
 

0
0
 
 

は
、
実
は
永
久
五
年
の
規
模
整
備
拡
張
の
た
め
の
設
計
喜
の
如
き
性
格
の
建
立
 
 

0
0
 
 

供
養
の
願
文
で
あ
っ
て
、
設
計
に
予
想
さ
れ
た
場
所
は
い
ま
の
毛
越
寺
境
内
と
 
 

称
さ
れ
る
よ
う
な
所
も
含
ま
っ
て
い
た
の
で
ほ
な
い
か
。
そ
し
て
願
文
成
立
は
 
 

永
久
五
年
で
あ
ろ
う
。
 
 

㈱
 
清
衡
、
永
久
五
年
成
立
説
に
つ
い
て
の
若
干
の
質
疑
 
 
 

①
に
つ
い
て
 
 
 

『
吾
妻
鏡
』
脱
漏
と
い
う
の
は
周
知
の
よ
う
に
北
条
本
に
欠
け
て
い
る
嘉
禄
 
 

元
年
二
年
及
び
安
貞
元
年
の
記
事
を
「
東
鑑
脱
漏
」
と
題
し
て
寛
文
八
年
（
一
 
 

六
六
八
）
 
に
刊
行
さ
れ
た
も
の
で
あ
る
が
、
国
史
大
系
の
凡
例
に
も
「
未
だ
そ
 
 

の
来
由
を
詳
に
せ
ず
」
と
あ
る
よ
う
に
、
ま
ま
誤
記
が
あ
る
。
た
と
え
ば
脱
漏
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原
文
で
は
円
隆
寺
は
丹
隆
寺
に
な
っ
て
い
る
。
 
 
 

ま
た
、
右
大
将
軍
（
顧
朝
の
こ
と
）
が
文
治
五
年
奥
州
平
泉
征
伐
の
途
す
が
 
 

ら
順
礼
し
た
と
脱
漏
に
記
し
て
あ
り
な
が
ら
（
そ
し
て
、
こ
の
こ
と
は
事
実
で
 
 

あ
る
の
に
）
、
円
隆
寺
を
清
衡
建
立
の
精
舎
だ
と
い
う
の
も
合
点
が
い
か
な
い
。
 
 

『
吾
妻
鏡
』
文
治
五
年
九
月
十
七
日
条
に
は
「
毛
越
寺
事
、
基
衡
建
立
之
、
先
 
 

金
堂
号
円
隆
寺
」
と
明
記
し
て
あ
る
か
ら
で
あ
る
。
 
 
 

麻
朝
を
「
右
大
将
軍
」
と
記
し
て
あ
る
の
も
お
か
し
い
。
建
久
元
年
十
一
月
 
 

二
十
四
日
、
板
朝
が
右
近
衛
大
将
に
任
じ
て
か
ら
ほ
右
大
将
、
右
大
将
家
、
前
 
 

右
大
将
家
、
前
右
大
将
と
『
吾
妻
鏡
』
が
記
し
て
い
る
の
が
一
般
で
あ
る
。
将
 
 

軍
ほ
鎮
守
府
将
軍
、
ま
た
は
征
夷
大
将
軍
（
単
に
征
夷
将
軍
）
 
の
略
で
、
願
朝
 
 

が
征
夷
大
将
軍
に
任
じ
た
の
は
建
久
三
年
七
月
十
二
日
。
征
夷
大
将
軍
に
右
と
 
 

か
左
が
あ
る
は
ず
が
な
い
。
 
 
 

『
吾
妻
鏡
』
の
編
纂
過
程
と
そ
の
年
代
、
誤
謬
等
に
つ
い
て
は
す
で
に
先
学
 
 

註
1
9
 
 

の
研
究
が
あ
る
。
平
泉
藤
原
氏
の
名
は
四
代
と
も
二
字
で
下
が
共
通
し
て
衡
で
 
 

あ
る
た
め
、
『
吾
妻
鏡
』
の
後
半
に
な
る
と
名
を
誤
記
し
て
い
る
明
証
が
あ
る
。
 
 

嘉
禄
元
年
（
一
二
二
五
）
 
の
十
二
年
前
、
建
保
元
年
四
月
四
日
条
に
 
 
 

「
陸
奥
平
泉
寺
塔
破
壊
之
事
、
可
励
修
覆
儀
之
旨
、
今
日
以
相
州
奉
書
、
被
 
 

仰
彼
郡
内
地
頭
等
。
是
甲
胃
法
師
一
人
入
干
尼
御
台
所
去
夜
御
夢
中
、
平
泉
寺
 
 

0
0
0
 
陵
療
殊
遺
恨
、
旦
為
御
子
孫
運
令
中
之
由
云
㌔
令
覚
御
後
及
此
儀
云
㌔
三
日
老
 
 

0
0
0
0
0
0
 
 

秀
衡
法
師
帰
泉
日
也
。
若
彼
霊
魂
欺
。
著
甲
胃
之
条
、
有
不
審
之
由
、
人
々
談
 
 

之
云
々
」
 
 

と
あ
る
。
三
日
ほ
秀
衡
が
死
ん
だ
日
で
あ
る
。
三
日
の
晩
、
政
子
が
甲
胃
を
身
 
 

に
つ
け
た
法
師
を
夢
み
た
の
で
平
泉
寺
塔
の
修
復
を
命
じ
た
、
と
い
う
の
で
あ
 
 

る
。
 
 
 

と
こ
ろ
が
『
吾
妻
鏡
』
文
治
三
年
十
月
二
十
九
日
条
に
「
今
日
、
秀
衡
入
道
 
 

於
陸
奥
国
平
泉
舘
卒
去
」
と
記
し
て
い
る
。
秀
衡
の
卒
去
は
三
日
で
は
な
い
。
 
 

二
十
九
日
で
あ
る
。
九
条
兼
実
の
日
記
『
玉
葉
』
も
文
治
三
年
十
月
二
十
九
日
 
 

卒
去
と
し
て
あ
る
。
 
 
 

三
日
に
死
ん
だ
の
ほ
泰
衡
で
あ
る
（
『
吾
妻
鏡
』
文
治
五
年
九
月
三
日
条
）
。
 
 

こ
の
よ
う
に
泰
衡
を
秀
衡
と
誤
記
し
て
あ
る
。
 
 
 

で
あ
る
か
ら
脱
漏
の
こ
の
一
条
だ
け
か
ら
で
、
円
隆
寺
を
清
衡
建
立
と
認
め
 
 

る
こ
と
に
危
惧
を
お
ぼ
え
る
の
で
あ
る
。
 
 
 

②
に
つ
い
て
 
 
 

『
日
本
美
術
史
年
表
』
は
永
久
五
年
条
に
か
け
て
二
つ
の
こ
と
を
記
載
し
て
 
 

い
る
。
書
跡
と
し
て
の
金
銀
」
父
害
清
衡
一
切
経
と
庭
園
史
跡
と
し
て
の
毛
越
寺
 
 

庭
園
と
で
あ
る
。
 
 
 

さ
て
、
前
者
に
つ
い
て
は
そ
の
奥
書
に
よ
っ
て
ま
さ
に
永
久
五
年
か
ら
書
写
 
 

さ
れ
た
と
み
な
さ
れ
て
い
る
。
し
か
し
、
そ
の
書
写
は
永
久
五
年
に
完
成
し
た
 
 

の
で
ほ
な
く
て
写
経
奥
書
に
よ
れ
ば
保
安
二
年
（
一
一
二
一
）
と
い
う
の
が
今
 
 

註
2
0
 
の
と
こ
ろ
知
ら
れ
て
い
る
最
下
限
年
代
に
な
っ
て
い
る
。
『
日
本
美
術
史
年
表
』
 
 

は
書
写
完
成
の
年
月
を
い
っ
た
の
で
は
な
く
て
、
書
写
初
見
年
代
を
い
っ
た
も
 
 

の
で
あ
る
こ
と
ほ
明
ら
か
で
あ
る
。
 
 
 

そ
れ
に
ひ
き
つ
ず
い
て
、
い
か
に
も
自
信
な
さ
そ
う
に
「
こ
の
頃
」
と
言
葉
 
 

を
挿
入
し
て
毛
越
寺
庭
園
を
並
害
し
て
い
る
と
こ
ろ
を
み
る
と
、
そ
し
て
そ
の
 
 

出
典
を
あ
げ
て
い
な
い
し
、
事
実
い
ま
の
と
こ
ろ
、
そ
う
い
う
こ
と
を
明
記
し
 
 

た
新
史
料
も
知
ら
れ
て
い
な
い
の
で
、
中
尊
寺
も
毛
越
寺
も
同
じ
く
平
泉
に
あ
 
 

る
の
で
両
者
を
一
括
し
て
永
久
五
年
の
年
次
に
か
け
て
「
こ
の
頃
」
と
い
う
言
 
 

葉
で
結
び
つ
け
て
記
事
に
し
た
の
で
は
な
い
か
。
そ
の
よ
う
に
思
わ
れ
る
。
立
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論
の
根
拠
と
す
る
の
に
は
、
ま
だ
ま
だ
弱
い
。
 
 
 

最
後
に
も
う
一
点
、
不
審
な
こ
と
は
仮
り
に
願
文
が
永
久
五
年
に
成
立
し
た
 
 

と
す
れ
ば
、
限
文
中
に
み
え
て
い
る
禅
定
法
皇
・
太
上
天
皇
・
金
輪
聖
主
の
三
 
 

帝
並
存
期
間
と
矛
盾
す
る
と
い
う
こ
と
で
あ
る
。
 
 

願
文
の
禅
定
法
皇
ほ
白
河
、
太
上
天
皇
ほ
鳥
羽
、
金
輸
聖
主
は
崇
徳
で
あ
る
 
 

と
従
来
解
釈
さ
れ
て
き
て
い
る
。
そ
こ
で
永
久
五
年
前
後
の
三
帝
御
在
位
を
表
 
 

示
す
れ
ば
 
 

で
あ
る
か
ら
禅
定
（
白
河
天
皇
）
、
太
上
（
鳥
羽
上
皇
）
、
金
輸
（
崇
徳
天
皇
）
 
 

三
帝
の
共
存
御
在
位
ほ
保
安
四
年
一
月
二
十
八
日
以
降
大
治
四
年
七
月
七
日
ま
 
 

で
で
あ
っ
て
永
久
五
年
に
は
白
河
法
皇
一
人
だ
け
の
在
位
で
あ
る
、
不
審
に
た
 
 

え
な
い
。
 
 
 

さ
ら
に
願
文
中
の
「
宝
暦
三
年
」
を
永
久
五
年
説
に
符
節
を
あ
わ
せ
て
永
久
 
 

三
年
と
解
釈
す
れ
は
な
お
さ
ら
の
こ
と
、
践
年
法
で
解
釈
し
て
も
永
久
五
年
ほ
 
 

宝
暦
三
年
に
合
致
し
な
い
。
こ
れ
も
不
審
に
た
え
な
い
こ
と
で
あ
る
。
 
 

三
、
む
 
す
 
び
 
 

願
文
の
麒
主
と
か
そ
の
成
立
年
代
に
関
す
る
主
な
る
諸
説
を
回
顧
し
、
あ
わ
 
 

せ
て
若
干
の
不
審
点
を
も
の
べ
て
き
た
の
で
あ
る
が
、
こ
こ
に
諸
説
の
要
点
だ
 
 

け
を
摘
記
す
れ
ば
 
 
 



橋
 
 

で
あ
る
が
、
こ
れ
ら
の
う
ち
㈲
と
他
の
所
説
に
つ
い
て
ほ
若
干
の
不
審
を
前
述
 
 

板
 
し
て
お
い
た
。
隣
主
基
衡
・
久
寿
三
年
成
立
説
の
発
想
に
は
目
新
し
さ
を
覚
え
 
 

る
と
は
い
う
も
の
の
、
依
然
と
し
て
疑
義
が
残
る
の
で
従
来
ど
お
り
麻
主
ほ
清
 
 

衡
と
す
る
の
が
穏
当
に
な
っ
て
く
る
。
但
し
、
願
主
清
衡
・
永
久
五
年
成
立
説
 
 

に
も
不
審
が
残
る
こ
と
は
、
こ
れ
ま
た
前
述
し
て
お
い
た
の
で
、
成
立
年
代
は
 
 

保
安
四
年
正
月
以
降
天
治
二
年
十
二
月
末
ま
で
と
す
る
㈲
説
が
穏
当
の
よ
う
で
 
 

あ
る
。
 
 

さ
て
、
中
尊
寺
の
立
地
し
て
い
る
関
山
丘
陵
は
、
地
積
と
し
て
は
広
大
で
あ
 
 

る
が
堂
宇
建
立
に
適
す
る
平
坦
面
と
な
る
と
極
く
限
定
さ
れ
て
く
る
。
改
修
の
 
 

た
び
ご
と
に
新
地
を
求
め
る
こ
と
な
し
に
旧
地
に
造
営
さ
れ
ざ
る
を
え
な
い
。
 
 

十
年
間
に
わ
た
る
発
掘
調
査
に
も
か
か
、
わ
ら
ず
願
文
記
載
に
ピ
ッ
た
り
合
致
す
 
 

濾
 
 

‘2  

鋸
従
来
か
 
 

ら
の
所
説
 
 
 

㈱
基
衡
、
 
 

久
寿
三
年
 
 

成
立
説
 
 
 

㈱
清
衡
、
 
 

保
安
四
年
 
 

～
天
治
二
 
 

年
成
立
説
 
 
 

㈲
清
衡
、
 
永
久
五
年
 
成
立
説
 
 

所
説
標
題
 
 

初
代
清
衡
 
 

初
代
清
衡
 
 

院
 
主
首
 
格
首
象
地
域
】
 
 

初
代
清
衡
 
 

二
代
基
衡
 
 
落
慶
供
養
 
 

落
慶
供
養
 
 

落
慶
供
養
 
 

願
 
 

文
 
 

中
尊
寺
 
 

中
尊
寺
 
 

毛
越
寺
 
 

天
治
三
年
（
一
一
二
 
 

六
）
 
三
月
を
あ
ま
り
 
 

遡
ら
な
い
頃
 
 
 

久
寿
三
年
（
二
五
 
 

六
）
 
 

二
年
（
一
一
二
五
）
 
 

十
二
月
束
の
間
 
 

保
安
四
年
（
一
一
二
 
 
 
 
三
）
正
月
以
降
天
 
 

成
 
立
 
年
 
代
 
 

る
遺
跡
が
確
認
さ
れ
な
か
っ
た
理
由
の
一
つ
に
は
、
こ
う
い
っ
た
改
修
に
よ
る
 
 

尿
道
跡
の
破
壊
と
い
う
こ
と
も
数
え
ら
れ
る
の
で
は
あ
る
ま
い
か
。
文
献
に
み
 
 

え
て
い
る
近
世
以
前
だ
け
で
の
改
修
事
例
を
年
代
順
に
あ
げ
れ
ば
、
次
の
よ
う
 
 

に
屡
々
あ
っ
た
の
で
あ
る
。
 
 
 

A
 
建
久
六
年
（
一
一
九
五
）
 
 
 

『
吾
妻
鏡
』
同
年
九
月
三
日
条
に
「
陸
奥
国
平
泉
寺
塔
、
殊
・
可
加
修
理
之
 
 

由
、
被
仰
葛
西
兵
衛
尉
清
重
井
伊
沢
左
近
将
監
家
景
等
。
是
及
破
壊
之
由
、
令
 
 

言
上
之
故
也
。
泰
衡
推
被
誅
教
、
於
堂
舎
尊
者
、
如
故
可
有
沙
汰
之
由
、
兼
所
 
 

被
定
也
。
凡
興
法
御
志
、
前
代
未
聞
云
L
と
あ
る
か
ら
、
実
際
に
修
理
が
実
施
 
 

さ
れ
た
か
ど
う
か
は
、
こ
の
記
事
か
ら
だ
け
で
ほ
未
詳
と
い
う
ほ
か
な
い
が
、
 
 

頼
朝
の
命
令
で
あ
る
し
、
し
か
も
転
朝
の
「
興
法
の
御
志
、
前
代
未
聞
」
と
い
 
 

ぅ
点
に
着
目
す
れ
ば
、
か
な
り
の
決
意
が
う
か
が
わ
れ
る
の
で
、
修
理
は
お
こ
 
 

な
わ
れ
た
の
で
ほ
あ
る
ま
い
か
。
疑
を
存
し
っ
つ
も
、
し
ば
ら
く
掲
げ
る
こ
と
 
 

に
し
た
。
 
 
 

B
 
承
元
四
年
（
一
二
一
〇
）
 
 
 

や
は
り
『
吾
妻
鏡
』
の
同
年
五
月
二
十
五
日
条
に
「
陸
奥
国
平
泉
保
伽
藍
等
 
 

興
隆
事
、
故
右
幕
下
御
時
、
任
本
院
基
衡
等
之
例
、
可
致
沙
汰
之
旨
、
被
残
御
 
 

置
文
之
処
、
寺
塔
追
年
破
壊
、
供
物
灯
明
以
下
事
、
己
断
絶
之
由
、
寺
僧
各
愁
 
 

申
。
仇
為
広
元
奉
行
、
如
故
不
可
有
僻
緩
之
趣
、
今
日
被
仰
寺
領
地
頭
之
中
云
々
」
 
 

と
あ
る
。
こ
れ
も
文
意
だ
け
か
ら
み
れ
ば
修
理
と
仏
事
復
興
の
決
意
を
表
明
し
 
 

た
こ
と
で
あ
る
が
、
煩
朝
が
御
置
文
を
し
て
い
た
の
で
あ
る
か
ら
、
ひ
と
ま
ず
 
 

掲
げ
る
こ
と
に
し
た
。
 
 
 

C
 
建
保
元
年
（
二
一
一
二
）
 
 
 

こ
れ
も
『
吾
妻
鏡
』
で
あ
る
が
同
年
四
月
四
日
条
に
み
え
て
い
る
。
政
子
の
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夢
枕
に
平
泉
の
亡
霊
が
立
っ
た
の
で
、
「
陸
奥
平
泉
寺
塔
破
壊
」
の
修
復
を
思
 
 

い
立
っ
た
と
い
う
こ
と
で
、
前
述
し
て
お
い
た
。
 
 

註
2
1
 
 
D
 
弘
安
十
年
（
一
二
八
七
）
 
か
ら
の
五
カ
年
長
期
修
理
事
業
 
 
 

こ
れ
は
建
武
元
年
八
月
大
衆
訴
状
に
み
え
て
い
る
。
修
理
計
画
が
策
定
さ
れ
 
 

た
の
は
弘
安
十
年
で
あ
る
が
、
そ
れ
よ
り
十
年
前
、
建
治
三
牛
（
一
二
七
七
）
 
 

の
六
月
二
十
三
日
に
中
尊
寺
の
宰
相
法
印
最
信
に
非
行
が
あ
っ
た
と
い
う
か
ど
 
 

に
よ
り
改
易
に
な
っ
た
。
そ
の
後
任
老
は
越
後
助
法
印
盛
朝
。
盛
朝
は
「
相
州
 
 

の
一
族
」
で
あ
る
と
細
註
が
わ
ざ
わ
ざ
記
入
さ
れ
て
あ
る
人
物
。
相
州
と
は
相
 
 

模
守
の
こ
と
。
こ
の
と
き
の
相
模
守
ほ
北
条
時
宗
で
あ
る
か
ら
、
盛
朝
は
中
尊
 
 

寺
一
山
の
出
身
で
は
な
く
し
て
鎌
倉
方
か
ら
派
遣
さ
れ
た
人
物
で
あ
っ
た
こ
と
 
 

に
な
る
。
盛
朝
は
そ
う
い
っ
た
縁
故
か
ら
で
も
あ
ろ
う
か
、
奉
行
人
矢
野
豊
後
 
 

権
守
倫
景
を
通
じ
て
修
理
計
画
を
策
定
し
上
申
し
た
の
が
弘
安
十
年
八
月
。
 
 
 

盛
朝
ら
に
よ
る
修
理
の
規
模
は
ど
の
程
度
の
も
の
で
あ
っ
た
か
。
明
確
な
史
 
 

料
は
ま
だ
知
ら
れ
て
い
な
い
が
、
前
掲
建
武
元
年
訴
状
に
ほ
「
転
倒
の
古
材
木
 
 

等
を
も
っ
て
本
堂
ば
か
り
形
の
ご
と
く
造
営
す
る
と
い
え
ど
も
、
造
作
と
い
い
 
 

廻
廊
二
十
二
間
と
い
い
、
い
っ
こ
う
に
造
営
せ
ず
し
て
 
（
そ
の
後
）
四
十
四
年
 
 

の
間
、
仏
像
な
き
御
堂
に
お
い
て
御
祈
蒔
い
た
す
の
条
、
そ
の
悍
あ
り
（
中
 
 

略
）
。
鐘
楼
は
破
壊
せ
し
め
洪
鐘
た
ち
ま
ち
落
ん
と
欲
す
。
皆
金
色
堂
舎
は
朽
 
 

挺
し
、
御
経
蔵
の
破
壊
も
同
前
の
間
、
か
の
三
部
一
切
経
は
い
ま
に
も
朽
失
せ
 
 

し
め
ん
こ
と
白
も
あ
て
ら
れ
ざ
る
次
第
な
り
。
か
く
の
如
き
の
条
々
、
も
し
御
 
 

不
審
に
お
よ
ば
ば
重
ね
て
御
使
に
仰
せ
て
検
見
を
と
げ
ら
る
る
の
日
、
柄
蔦
た
 
 

る
べ
き
か
」
と
み
え
て
い
る
。
 
 
 

こ
の
文
面
は
、
建
武
に
な
っ
て
か
ら
更
に
修
理
を
幕
府
に
訴
願
す
る
の
が
主
 
 

意
で
あ
る
か
ら
、
熱
願
の
あ
ま
り
現
況
の
荒
廃
ぶ
り
を
極
度
に
強
調
し
す
ぎ
、
 
 

文
面
ど
お
り
に
は
う
け
と
り
が
た
い
危
険
性
も
あ
る
が
、
盛
朝
の
と
き
の
、
す
 
 

な
わ
ち
弘
安
十
年
か
ら
正
応
に
か
け
て
の
長
期
五
カ
年
修
理
で
は
中
尊
寺
本
草
 
 

に
着
手
し
た
こ
と
を
知
る
こ
と
が
で
き
る
。
た
だ
し
、
本
堂
に
つ
づ
く
廻
廊
二
 
 

十
二
間
に
は
手
が
お
よ
ば
な
か
っ
た
と
い
う
の
で
あ
る
。
 
 
 

と
こ
ろ
で
、
こ
の
と
き
の
修
理
を
建
武
元
年
訴
状
の
文
面
か
ら
だ
け
み
て
過
 
 

小
評
価
し
て
は
な
ら
な
い
。
そ
れ
ほ
「
五
月
二
十
八
日
宗
清
判
物
」
と
称
さ
れ
 
 

て
い
る
文
書
が
、
中
尊
寺
に
あ
る
か
ら
で
あ
る
。
惜
し
い
こ
と
に
年
次
を
明
記
 
 

し
て
な
い
が
文
面
は
 
 

（
戎
電
力
）
 
 
 

「
其
後
不
能
参
音
申
侯
。
御
床
敷
存
供
。
然
老
前
庭
如
申
定
候
平
泉
へ
代
官
 
 

（
‥
・
て
、
 
 
 

仁
憑
入
侯
。
彼
寺
家
於
向
後
安
泰
工
而
造
栄
肝
要
侯
。
此
分
坊
中
江
可
被
相
 
 
 

届
侯
。
努
々
検
合
等
不
可
有
之
侯
。
子
細
之
旨
久
元
讃
岐
守
・
馬
場
壱
岐
守
 
 
 

之
所
よ
り
可
申
侯
。
恐
憧
謹
言
 
 

宗
清
（
花
押
）
 
 

五
月
廿
八
日
 
 

牧
択
伊
豆
入
道
殿
」
 
 

と
い
う
の
で
、
文
中
の
造
栄
ほ
造
営
、
横
合
と
ほ
不
当
な
妨
害
の
意
味
、
磐
井
 
 

・
胆
沢
両
郡
に
わ
た
っ
て
当
時
勢
力
の
あ
っ
た
幕
府
の
御
家
人
葛
西
三
郎
左
衛
 
 

註
2
2
 

註
2
3
ト
 
 

門
尉
宗
清
が
平
泉
へ
代
官
と
し
て
依
嘱
し
て
い
た
牧
択
伊
豆
入
道
へ
あ
て
て
平
 
 

泉
寺
塔
の
造
営
（
こ
の
場
合
は
修
理
の
意
味
）
を
強
く
要
請
し
た
書
状
で
あ
る
。
 
 

註
2
4
 
 

そ
し
て
、
考
証
の
結
果
、
こ
れ
は
正
応
二
年
の
も
の
と
み
な
さ
れ
る
。
 
 
 

そ
う
す
る
と
、
こ
の
書
状
ほ
弘
安
十
年
策
定
長
期
五
カ
年
修
理
期
間
中
の
も
 

の
で
あ
り
、
し
た
が
っ
て
長
期
修
理
が
着
々
と
実
施
さ
れ
て
い
た
こ
と
を
裏
づ
 
 

け
て
い
る
史
料
で
も
あ
る
。
 
 
 

E
 
嘉
元
二
年
（
二
二
〇
四
）
三
月
十
四
日
の
経
蔵
修
理
棟
札
 
 
 



板
 
 
年
か
ら
の
五
カ
年
長
期
修
理
な
ど
で
は
地
表
面
下
に
お
よ
ぶ
程
度
の
大
き
な
改
 
 

修
が
あ
っ
た
の
で
ほ
な
い
か
。
特
に
も
建
武
四
年
大
火
災
直
後
の
整
地
、
そ
の
 
 

後
の
近
世
に
な
っ
て
か
ら
の
改
修
で
も
地
表
面
以
下
に
お
よ
ば
な
か
っ
た
と
い
 
 

う
保
証
ほ
な
い
。
そ
う
な
れ
ば
、
改
修
に
と
も
な
う
地
表
下
破
壊
に
よ
り
原
遺
 
 

跡
が
摩
滅
し
、
い
ま
の
発
掘
に
よ
っ
て
は
原
型
を
復
原
し
え
な
い
こ
と
も
あ
り
 
 

う
る
わ
け
で
あ
る
。
 
 

発
掘
団
長
藤
島
先
生
が
森
・
中
川
両
教
授
の
所
説
に
閲
し
「
両
氏
の
説
は
仲
 
 

註
加
 
 

々
面
白
い
が
、
私
ほ
に
わ
か
に
こ
れ
に
賛
同
し
か
ね
る
」
と
の
べ
ら
れ
た
の
 
 

も
、
或
ほ
如
上
の
意
味
も
こ
め
ら
れ
て
の
発
言
で
あ
ろ
う
か
。
い
ま
の
と
こ
ろ
、
 
 

こ
う
い
う
段
階
で
あ
る
。
 
 

橋
 
 

源
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近
世
以
前
の
主
な
修
理
は
以
上
の
ご
と
く
で
あ
る
。
こ
れ
か
ら
三
十
余
年
後
 
 

の
建
武
四
年
（
三
三
七
）
に
中
尊
寺
一
山
ほ
金
色
堂
と
経
蔵
の
一
部
を
除
い
 
 

註
2
5
 
 

て
大
部
分
が
焼
失
す
る
と
い
う
大
災
害
に
あ
っ
て
い
る
。
お
そ
ら
く
、
そ
の
焼
 
 

跡
整
理
の
際
に
も
若
干
の
改
変
が
お
こ
な
わ
れ
た
か
も
知
れ
な
い
し
、
大
き
な
 
 

改
変
が
な
か
っ
た
と
し
て
も
近
世
に
な
っ
て
か
ら
天
禄
八
年
（
一
六
九
五
）
に
 
 

は
「
中
尊
寺
別
当
客
殿
」
、
同
十
四
年
（
一
七
〇
一
）
 
「
仮
堂
・
仮
宵
」
、
岡
 
 

十
五
年
（
一
七
〇
二
）
 
「
白
山
官
御
修
覆
」
、
宝
永
元
年
（
一
七
〇
四
）
 
「
中
 
 

尊
寺
別
当
妨
客
殿
併
表
門
御
修
覆
」
、
そ
の
後
も
、
同
五
年
、
享
保
八
年
（
一
 
 

七
二
三
）
、
享
保
十
二
年
（
一
七
二
七
）
な
ど
森
尭
生
が
仙
台
市
仙
岳
院
で
採
 
 

録
さ
れ
た
文
書
に
よ
れ
ば
度
々
の
修
覆
が
お
こ
な
わ
れ
て
い
る
の
で
、
修
覆
程
 
 

度
ほ
明
確
で
な
い
に
し
て
も
整
地
深
度
が
原
遺
跡
を
破
壊
し
な
か
っ
た
と
い
う
 
 

保
証
は
な
い
の
で
あ
る
。
前
述
し
た
建
久
六
年
（
Å
）
、
承
元
四
年
（
B
）
は
 
 

当
時
存
在
し
て
い
た
堂
宇
に
手
を
加
え
る
補
修
程
度
の
も
の
で
あ
っ
た
と
し
て
 
 

も
、
建
保
元
年
（
C
）
に
ほ
相
当
の
改
修
が
あ
っ
た
の
で
あ
ろ
う
し
、
弘
安
十
 
 

（
u
ノ
 
 

0
 
 

1
 
 

1
 
 1

 
 

2
 
 

1
 
 
 

森
嘉
丘
ハ
衛
・
板
橋
源
・
田
中
喜
多
芙
「
奥
州
平
泉
文
書
」
三
頁
と
凡
例
。
昭
和
三
 
 

十
三
年
。
 
 
 

板
橋
源
「
顕
家
筆
中
尊
寺
供
養
願
文
書
写
年
代
考
」
、
岩
手
史
学
研
究
、
第
十
九
 
 

号
、
昭
和
三
〇
年
。
 
 
 

◎
輔
方
願
文
で
「
基
別
十
二
硫
」
と
あ
る
の
が
顕
家
願
文
で
は
「
流
別
十
二
流
」
 
 

と
な
っ
て
い
る
。
 
 

◎
輔
方
「
の
三
公
九
卿
文
武
百
官
武
職
文
官
」
が
顕
家
で
ほ
「
三
公
九
卿
武
職
文
 
 

官
」
と
な
っ
て
い
る
。
 
 

◎
輔
方
の
「
宝
暦
三
年
青
陽
 
月
」
 
は
、
顕
家
で
は
「
宝
暦
三
年
青
陽
三
月
」
と
あ
 
 

っ
て
三
の
字
を
加
え
て
あ
る
。
 
 

◎
輔
方
の
も
の
ほ
一
〇
一
行
で
あ
る
の
に
対
し
て
顕
家
の
も
の
ほ
一
〇
入
行
で
あ
 

る
。
即
ち
一
行
の
字
詰
め
な
ら
び
に
字
配
り
等
に
お
い
て
相
異
し
て
い
る
点
が
五
十
 
 

数
行
も
あ
る
。
 
 
 

大
正
四
年
八
月
－
平
泉
に
於
け
る
歴
史
地
理
学
会
講
演
。
同
五
年
六
月
発
行
の
 
 

『
奥
羽
沿
革
史
論
』
所
収
。
さ
ら
に
大
正
七
年
九
月
修
正
し
た
「
平
安
朝
仏
教
史
上
 
 

に
於
け
る
中
尊
寺
の
地
位
」
は
『
日
本
仏
教
史
之
研
究
』
 
（
大
正
八
年
）
に
収
め
ら
 
 

れ
て
あ
る
。
 
 
 

『
中
尊
寺
大
鏡
』
第
一
巻
二
〇
～
二
二
頁
。
昭
和
十
六
年
十
一
月
刊
。
 
 
 

「
中
尊
寺
供
養
願
文
雑
事
」
三
七
頁
。
「
日
本
文
化
研
究
所
研
究
報
告
別
巻
第
三
 
 

集
」
所
収
。
昭
和
四
〇
年
三
月
。
 
 
 

中
川
成
夫
「
考
古
学
よ
り
み
た
中
尊
寺
小
考
」
、
『
大
病
伸
博
士
喜
寿
記
念
史
学
 
 

論
文
集
』
所
収
、
昭
和
三
十
七
年
。
 
 
 

同
上
「
い
わ
ゆ
る
中
尊
寺
供
養
願
文
の
一
考
察
」
、
「
物
質
文
化
」
五
号
、
昭
和
 
 

四
十
年
三
月
。
 
 
 

同
上
「
奥
州
平
泉
中
尊
寺
大
長
寿
院
の
一
考
察
」
、
「
史
苑
」
 
二
十
六
ノ
一
、
昭
 
 

和
四
十
年
七
月
。
 
 
 

「
奥
州
藤
原
氏
の
信
仰
と
政
治
」
八
二
頁
、
『
日
本
文
化
研
究
所
研
究
報
告
』
別
 
 

巻
第
二
集
所
収
、
昭
和
一
二
十
九
年
三
月
。
 
 
 

同
上
八
四
頁
。
 
 
 

「
兵
範
記
」
・
「
鳥
羽
院
御
出
家
記
」
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『
中
尊
寺
大
鏡
』
第
二
南
二
六
真
の
年
表
、
昭
和
十
六
年
。
 
 
 

中
尊
寺
経
蔵
箱
番
号
十
三
の
妙
法
蓮
華
経
巻
第
八
金
字
経
奥
書
に
 
 
 

「
安
元
二
年
警
月
十
六
日
奥
州
磐
井
郡
開
山
 
 

「
後
二
条
師
通
記
」
 
 

諸
橋
轍
次
『
大
漢
和
辞
典
』
八
の
聖
二
三
頁
。
 
 

中
尊
寺
金
色
堂
所
天
聖
霊
藤
原
 
 

基
衡
 
 

へ
‖
：
・
）
 
 

大
悟
主
鋲
主
府
将
軍
藤
原
秀
衡
 
 

講
師
伝
灯
大
法
師
」
 
 

と
あ
る
。
安
元
二
年
（
一
一
七
六
）
は
秀
衡
在
世
中
で
「
吾
妻
鏡
」
お
よ
び
「
玉
葉
し
 

に
よ
れ
ば
秀
衡
が
鎮
守
府
将
軍
に
任
ぜ
ら
れ
た
の
は
嘉
応
二
年
（
二
七
〇
）
五
月
 
 
 

二
十
五
目
で
、
安
元
二
年
は
そ
れ
か
ら
七
年
目
に
あ
た
る
。
 
 
 

さ
て
、
こ
の
奥
書
が
、
こ
の
と
き
秀
衡
が
先
考
基
衡
の
二
十
回
忌
供
養
の
た
め
の
 
 

写
経
で
あ
っ
た
こ
と
を
示
し
て
い
る
も
の
と
す
る
な
ら
ば
、
三
月
十
六
日
は
祥
月
禅
 
 

目
、
安
元
二
年
か
ら
二
十
年
前
は
保
元
二
年
で
あ
る
か
ら
、
基
衡
は
保
元
二
年
三
月
 
 

十
六
日
死
亡
と
い
う
こ
と
に
な
る
。
そ
う
す
れ
ば
、
近
世
に
な
っ
て
か
ら
の
も
の
で
 
 

あ
る
が
諸
文
献
が
一
致
し
て
基
衡
死
亡
を
保
元
二
年
三
月
十
九
日
と
書
き
と
ど
め
て
、
 
 
 

い
る
の
と
僅
か
三
日
の
差
に
過
ぎ
な
い
。
祥
日
は
さ
て
お
く
と
し
て
も
保
元
二
年
≡
 
 
 

月
死
亡
と
み
な
し
て
よ
い
で
の
は
な
い
か
。
 
 

1
7
 
前
掲
苔
第
一
冊
四
頁
。
 
 

1
8
 
註
1
0
に
同
じ
。
 
 

1
9
 
原
勝
郎
「
吾
妻
鏡
の
性
質
及
其
史
料
と
し
て
の
価
値
」
史
学
雑
誌
九
一
五
。
 
 
 

八
代
国
治
『
吾
妻
鏡
の
研
究
』
、
昭
和
十
六
年
修
正
再
版
。
 
 

2
0
 
前
出
『
奥
州
平
泉
文
書
』
二
頁
。
 
 

2
1
 
板
橋
源
「
平
泉
中
尊
寺
正
応
元
年
棟
札
考
」
 
『
日
本
文
化
研
究
所
研
究
報
告
』
別
 
 
 

巻
第
二
集
所
収
、
昭
和
三
十
九
年
。
 
 

2
2
 
宗
清
は
正
応
元
年
七
月
九
日
北
条
貞
時
、
同
量
時
連
名
下
知
状
に
み
え
て
い
る
葛
 
 

西
三
郎
左
衛
門
尉
宗
措
の
こ
と
で
、
当
時
東
北
地
方
に
お
い
て
は
有
名
な
地
頭
で
あ
 

る
。
嘉
元
三
年
（
一
三
〇
五
）
三
月
日
大
衆
訴
状
に
も
宗
清
は
あ
ま
た
の
代
官
に
指
 
 
 

令
し
て
平
泉
寺
院
と
山
野
を
め
ぐ
り
争
論
を
お
こ
し
て
い
る
。
 
 

2
3
 
牧
沢
と
い
う
姓
か
ら
推
定
す
る
と
牧
沢
邑
の
邑
主
か
と
思
わ
れ
る
。
牧
沢
邑
は
一
 
 
 

ノ
関
市
街
の
南
方
四
キ
ロ
の
地
で
、
こ
の
辺
は
中
世
葛
西
氏
の
領
内
で
あ
っ
た
。
 
 

2
4
 
「
天
正
二
十
年
二
月
二
十
五
日
経
蔵
別
当
職
之
事
」
と
称
さ
れ
て
い
る
経
蔵
別
当
 
 

系
図
に
よ
れ
ば
、
第
六
世
阿
闇
梨
法
橋
朝
賢
の
粂
に
弘
安
三
年
以
降
正
応
年
間
ま
で
 
 
 

の
文
書
を
あ
げ
て
あ
る
。
そ
の
う
ち
に
「
正
応
二
年
已
丑
五
月
二
十
八
日
葛
西
宗
清
 
 

判
物
。
是
は
葛
西
・
寺
家
と
和
談
。
牧
沢
伊
豆
入
道
に
寺
家
造
営
乃
事
を
申
旨
也
」
 
 
 



と
記
し
て
あ
る
。
宗
清
書
状
の
年
代
を
決
定
す
べ
き
手
が
か
り
が
前
記
の
文
書
以
外
 
 
 

に
は
み
あ
た
ら
な
い
の
で
、
し
ば
ら
く
正
応
二
年
の
も
の
と
み
な
し
て
お
く
こ
と
に
 
 
 

す
る
。
 
 

2
5
 
鹿
永
二
年
（
一
三
四
三
）
七
月
日
在
銘
の
現
存
中
尊
寺
梵
鐘
。
 
 

2
6
 
「
中
尊
寺
伽
藍
の
研
究
と
金
色
堂
の
修
理
史
」
、
建
築
雑
誌
一
〇
〇
〇
号
所
収
、
 
 

昭
和
四
十
一
二
年
八
月
号
。
 
 

－
 
昭
四
四
・
八
 
－
 
 

（
昭
和
四
四
年
九
月
八
日
原
稿
受
付
）
 
 
 




